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法務省関東矯正管区更生支援企画課

第３０号
令和７年５月３０日発行

関東矯正管区へ名称変更しました
TOKYO＞＞＞KANTO

東京矯正管区は、

令和７年４月１日から「関東矯正管区」へ名称変更しました。

管轄地域は関東甲信越・静岡地域１都10県のまま、

変更ありません。

引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

御挨拶 関東矯正管区更生支援企画課より

皆様、こんにちは。関東矯正管区更生支援企画課です。
関東矯正管区は、関東地方を中心とした都県に所在する刑務所や少年院、少年鑑別所等の「矯正施
設」を所管しており、中でも当課は、地方自治体等の皆様と「再犯防止」「更生支援」に関わる取り組
みを推進していく窓口として業務を行っています。
この「更生刻々（こうせいこくこく）」は令和２年よりおおむね隔月で関わりのある皆様へ知ってい
ただくことを目的に今回で３０号を迎えました！
今後も、気軽に読めて「こんなこともやってるんだ。」と思っていただけるような記事をお届けでき
るよう取り組んでまいります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

ロゴマークも
変わりました



再犯防止・更生支援のことなら
お任せください

〇再犯防止・更生支援の取組支援
・地方再犯防止推進計画策定に係る協議会等に参画します。
・再犯防止・更生支援に関する事業に協力します。

〇セミナー企画・講師派遣
・再犯防止全般・高齢者犯罪・薬物依存対策等々、
テーマに応じて最適な職員を、もちろん無料で派遣します。

〇管内矯正施設との調整支援
・矯正施設見学、事業への協力依頼等、
矯正施設と連携したいことがあれば、当課にご相談ください。

セミナー開催案内（令和６年度）

着任の御挨拶 更生支援企画課長 清水 弘子
この春から更生支援企画課に着任いたしました。よろしくお願いいたします。
矯正行政の大きな変化として、本年６月から、刑法の一部が改正され、「懲役」「禁錮」
といった刑罰が廃止されて「拘禁刑」に変わります。拘禁刑の特徴としては、各受刑者の
特性に応じて、作業と指導を組み合わせたより柔軟な処遇が可能となることがあります。
罪を犯した人の改善更生、再犯防止に向けて、これまで以上に関係機関の皆様と連携
しながら取り組んでまいりたいと考えておりますので、引き続き御指導・御鞭撻のほど、よ
ろしくお願い申し上げます。

令和5年度作成動画（2種類）

再犯防止啓発動画をご存じですか？
矯正管区において作成している動画をご覧いただいたことはあるでしょうか？
全国８つの矯正管区が色々とアイディアを出して作成しており、
直近では令和５年度に作成し、法務省Youtubeで公開をしています。
自治体の皆様におかれては、例年7月に実施している「再犯防止啓発月間」等の際に
放映の御協力をいただいており、本当にありがとうございます。
矯正管区の名称変更に伴う修正等を現在実施しており、今年度の再犯防止啓発月間に
間に合うように作成中です！ 引き続き御協力のほど、よろしくお願いいたします。


